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感
謝
祭
後
の
最
初
の
金
曜
日
に
あ

た
る
一
一
月
二
九
日
は
、
小
売
業
界

が
一
年
で
も
っ
と
も
大
き
な
バ
ー
ゲ

ン
・
セ
ー
ル
を
行
う
日
で
あ
る
。
そ

の
日
に
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・

チ
ェ
ー
ン
、
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
し
た
抗
議
デ
モ
が
全
米
規

模
で
行
わ
れ
た
。
ガ
ン
ジ
ー
の
イ
ン

ド
独
立
運
動
や
公
民
権
運
動
で
使
わ

れ
た
市
民
不
服
従
（C

ivil 
D

isobedience

）
と
い
う
名
称
を

使
っ
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
労
働
運

動
か
ら
み
て
注
目
で
き
る
。

　

デ
モ
に
は
主
催
者
発
表
で
、
四
六

州
、
一
五
〇
〇
カ
所
で
数
万
人
が
参

加
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
従
業
員
の

年
収
を
生
活
で
き
る
レ
ベ
ル
に
引
き

上
げ
る
と
と
も
に
、
労
働
条
件
と
細

切
れ
雇
用
の
状
態
を
改
善
す
る
こ
と

を
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
認
め
さ
せ
る
こ

と
だ
っ
た
。

　

抗
議
行
動
は
今
回
で
二
年
目
と
な

る
が
、
参
加
者
は
、
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト

従
業
員
だ
け
で
な
く
、
支
援
す
る
労

組
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
な
ど
に
拡

大
し
、
昨
年
よ
り
も
幅
の
広
い
も
の

と
な
っ
た
。

労
働
組
合
で
は
な
い
組
織
が

運
動
を
主
導

　

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
は
、
団
体
交
渉

の
手
続
き
に
つ
い
て
定
め
た
全
国
労

働
関
係
法
（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
）
に
基
づ
い

た
合
法
的
に
使
用
者
と
交
渉
で
き
る

労
働
組
合
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

労
働
者
の
代
表
が
賃
金
な
ど
の
労
働

条
件
に
つ
い
て
経

営
側
と
話
し
合
う

チ
ャ
ン
ネ
ル
は
閉

ざ
さ
れ
て
い
る
。

食
肉
販
売
部
門
の

労
働
者
が
労
働
組

合
に
よ
っ
て
組
織

さ
れ
、
合
法
的
な

団
体
交
渉
権
を
手

に
し
た
こ
と
が
か

つ
て
あ
っ
た
が
、

そ
の
際
に
経
営
側

は
食
肉
販
売
そ
の

も
の
を
取
り
や
め
る
こ
と
で
、
労
働

組
合
と
の
交
渉
を
阻
止
し
た
こ
と
が

あ
る
よ
う
に
、
労
働
組
合
の
組
織
化

を
防
ぐ
経
営
方
針
を
と
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
運
動
を
主
導
し
た
の
は
、

現
役
従
業
員
と
退
職
し
た
従
業
員
が

メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
「
我
々
の

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
（
Ｏ
Ｕ
Ｒ　

Ｗ
Ａ
Ｌ

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
）」
と
、
彼
ら
を
支
援
す

る
労
組
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
と
の

連
合
組
織
「
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
変
化

を
（M

a
k

in
g

 C
h

a
n

g
e

 a
t 

W
alm

art

）」
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

組
織
に
は
、全
米
食
品
商
業
労
組（
Ｕ

Ｆ
Ｃ
Ｗ
）
を
中
心
に
労
働
組
合
が
、

資
金
、
ス
タ
ッ
フ
、
抗
議
行
動
の
戦

略
立
案
を
支
援
し
て
い
る
。

生
活
で
き
る
賃
金
を
求
め
て

　

彼
ら
が
掲
げ
て
い
た
の
は
、
貧
困

状
態
に
あ
る
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
従
業
員

が
「
生
活
で
き
る
賃
金
」
を
手
に
す

る
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
な
声
を
上
げ

る
従
業
員
に
対
し
て
経
営
側
が
行
っ

て
い
る
報
復
行
為
を
止
め
る
こ
と

だ
っ
た
。

　
「
生
活
で
き
る
賃
金
」
と
は
年
二

万
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
こ
と
で
あ

り
、
時
間
あ
た
り
賃
金
の
こ
と
で
は

な
い
。
彼
ら
の
主
張
は
、
経
営
側
の

柔
軟
な
要
員
管
理
の
た
め
に
細
切
れ

雇
用
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
「
生
活
で
き
る
賃
金
」
を

手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で

な
く
、
健
康
保
険
や
年
金
な
ど
の
社

会
保
障
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、

時
間
給
一
二
㌦
程
度
を
支
払
っ
て
お

り
、
ほ
と
ん
ど
の
従
業
員
が
フ
ル
タ

イ
ム
だ
と
す
る
経
営
側
の
主
張
と
食

い
違
う
し
、
そ
も
そ
も
論
点
が
異
な

る
。

　

合
法
的
な
団
体
交
渉
権
を
持
た
な

い
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
合
法
的

な
争
議
権
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

彼
ら
が
と
っ
た
作
戦
は
、
一
年
で

も
っ
と
も
顧
客
の
多
い
日
に
照
準
を

合
わ
せ
て
、
店
舗
前
で
抗
議
デ
モ
を

す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

ガ
ン
ジ
ー
や
公
民
権
運
動
に

つ
な
が
る
市
民
的
不
服
従
ア

ク
シ
ョ
ン

　

主
催
者
は
こ
の
抗
議
デ
モ
を
、「
ブ

ラ
ッ
ク
・
フ
ラ
イ
デ
ー
・
ス
ト
ラ
イ

キ
」、
も
し
く
は
、「
市
民
的
不
服
従

ア
ク
シ
ョ
ン
（C

ivil D
isobedience 

A
ctions against W

al-M
art

）」
と

呼
ん
で
広
範
な
参
加
を
呼
び
か
け
た
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ラ
イ
デ
ー
と
は
感

謝
祭
後
の
最
初
の
金
曜
日
の
こ
と
を

指
す
。
合
法
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を

持
た
な
い
の
で
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ラ

イ
デ
ー
・
ス
ト
ラ
イ
キ
」
と
い
う
名

称
は
象
徴
的
な
も
の
だ
。
む
し
ろ
、

「
市
民
的
不
服
従
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と

い
う
名
称
を
用
い
た
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
ガ
ン
ジ
ー
が
イ
ン

ド
の
独
立
運
動
で
使
っ
た
非
暴
力
不

服
従
運
動
や
一
九
六
〇
年
代
の
公
民

権
運
動
で
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
側
は
こ
の
抗
議
デ

モ
に
従
業
員
が
参
加
す
る
こ
と
に
対

し
て
警
告
を
与
え
て
い
た
が
、
一
一

月
一
八
日
に
全
国
労
働
関
係
委
員
会

（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
）
は
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に

対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
警
告
を
撤
回

す
る
よ
う
に
指
導
す
る
声
明
を
発
表

し
て
い
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
労
働
組
合
の
戦
略
か

ら
す
れ
ば
、
合
法
的
な
団
体
交
渉
権

を
持
た
な
い
労
働
者
の
組
織
が
運
動

を
リ
ー
ド
し
、
し
か
も
市
民
的
不
服

従
を
掲
げ
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
異

例
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
労

働
運
動
を
社
会
運
動
と
し
て
脱
皮
さ

せ
よ
う
と
い
う
試
み
が
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

広
汎
な
参
加
と
労
組
の
強
い
支
持

　

抗
議
デ
モ
は
全
米
一
五
〇
〇
カ
所
、

重
点
九
都
市
の
店
舗
前
で
実
施
さ
れ

た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ベ
イ
エ
リ

ア
、
シ
カ
ゴ
、
ダ
ラ
ス
、
ロ
ス
ア
ン

ジ
ェ
ル
ス
、
シ
ア
ト
ル
、
サ
ク
ラ
メ

ン
ト
、シ
コ
ー
カ
ス（
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー

ジ
ー
州
）、
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
（
ミ
ネ

ソ
タ
州
）、コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
（
ワ

シ
ン
ト
ン
Ｄ
・
Ｃ
）
が
そ
の
九
都
市

で
あ
る
。

　

主
催
者
発
表
で
は
数
万
人
が
集

ま
っ
た
。
参
加
し
た
の
は
、
ウ
ォ
ル

マ
ー
ト
の
現
役
従
業
員
、
元
従
業
員
、

労
働
組
合
員
、
中
小
企
業
事
業
主
、

宗
教
指
導
者
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

の
メ
ン
バ
ー
、
女
性
権
利
擁
護
団
体

メ
ン
バ
ー
、
多
民
族
連
合
の
会
員
、

議
員
、
そ
し
て
一
般
市
民
、
学
生
と

海
外
労
働
事
情

ア
メ
リ
カ
①
労
組
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
と
の
連
携

に
よ
る
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
対
す
る
市
民

的
不
服
従
ア
ク
シ
ョ
ンニューヨーク・ブルックリンのウォルマート店前での

抗議行動（UFCWツイッターより）
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い
う
広
範
な
も
の
だ
っ
た
。

　

民
間
、
公
共
部
門
の
区
別
な
く
産

業
別
労
働
組
合
の
ト
ッ
プ
も
街
頭
に

立
っ
た
。
抗
議
デ
モ
を
支
え
た
Ｕ
Ｆ

Ｃ
Ｗ
ハ
ン
セ
ン
会
長
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
産
別
労

組
の
支
部
組
合
も
支
援
し
た
。
米
国

教
職
員
組
合（
Ａ
Ｆ
Ｗ
）ワ
イ
ン
ガ
ー

テ
ン
会
長
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ホ
ワ

イ
ト
・
プ
レ
イ
ン
ズ
で
住
民
グ
ル
ー

プ
を
率
い
て
抗
議
デ
モ
に
参
加
し
た
。

　

サ
ー
ビ
ス
従
業
員
労
組
（
Ｓ
Ｅ
Ｉ

Ｕ
）
の
ヘ
ン
リ
ー
会
長
は
、「
リ
ビ
ン

グ
ウ
ェ
ッ
ジ
（
人
間
ら
し
い
生
活
が

で
き
る
レ
ベ
ル
の
賃
金
）
を
求
め
る

広
範
な
運
動
の
一
つ
だ
」
と
こ
の
運

動
を
評
し
た
。

駆
け
巡
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
メ
デ
ィ
ア
と
存
在
感
を
示

し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
連
携

　

ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ラ
イ
デ
ー
に
は
早

朝
か
ら
バ
ー
ゲ
ン
・
セ
ー
ル
が
開
始

さ
れ
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。

米
国
に
は
国
内
に
時
差
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
東
海
岸
か
ら
抗
議
デ
モ
が
始

ま
っ
た
。
そ
の
様
子
は
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
メ
デ
ィ
ア
、
ツ

イ
ッ
タ
ー
に
よ
り
、
写
真
や
動
画
付

き
で
オ
ン
タ
イ
ム
に
情
報
が
流
れ
た
。

抗
議
デ
モ
が
始
ま
る
と
す
ぐ
に
労
働

組
合
や
参
加
し
た
個
人
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
ス
テ
ー
タ
ス
で
書
き
込
み
が
行

わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
・
産
業
別

組
合
会
議
（
Ａ
Ｆ
Ｌ
‐
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
の

ツ
イ
ッ
タ
ー
は
早
く
か
ら
支
持
を
表

明
し
、
中
心
的
役
割
を
演
じ
た
Ｕ
Ｆ

Ｃ
Ｗ
、主
催
者
で
あ
る「
我
々
の
ウ
ォ

ル
マ
ー
ト
」「
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
変
化

を
」
も
頻
繁
に
情
報
を
更
新
し
て
い

た
。

　

そ
の
な
か
で
も
存
在
感
を
示
し
た

の
が
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ア
メ
リ
カ
」

を
始
め
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

の
ツ
イ
ッ
タ
ー
だ
っ
た
。

　
「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ア
メ
リ
カ
」
は

Ａ
Ｆ
Ｌ
‐
Ｃ
Ｉ
Ｏ
が
二
〇
〇
三
年
に

立
ち
上
げ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
、
一
一
州
に

三
二
〇
万
人
の
会
員
数
を
持
つ
。
労

働
組
合
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
主

と
し
て
大
統
領
選
挙
な
ど
の
場
面
で

民
主
党
へ
の
集
票
を
担
っ
て
き
た
。

Ａ
Ｆ
Ｌ
‐
Ｃ
Ｉ
Ｏ
は
一
〇
月
二
三
日

に
こ
の
組
織
を
全
米
五
〇
州
に
拡
大

し
て
、
団
体
交
渉
に
よ
ら
な
い
労
働

運
動
を
展
開
す
る
た
め
の
基
盤
と
す

る
計
画
を
発
表
し
て
い
た
。
会
員
数

の
多
さ
も
あ
り
、
全
米
各
地
の
情
報

が
次
々
と
「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ア
メ
リ

カ
」
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
か
ら
流
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ア
メ

リ
カ
」
の
活
動
が
か
な
り
労
働
運
動

寄
り
に
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

Ａ
Ｆ
Ｌ
‐
Ｃ
Ｉ
Ｏ
は
九
月
に
開
催

し
た
大
会
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
と

の
連
携
を
打
ち
出
し
て
い
た
が
、
今

回
の
抗
議
デ
モ
は
、
そ
の
連
携
が
地

方
レ
ベ
ル
で
か
な
り
進
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
リ

ス
ペ
ク
ト
Ｄ
・
Ｃ
」
と
い
う
組
織
が

バ
ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
メ
ン
バ
ー

を
地
元
の
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
送
り
込

む
映
像
を
流
し
た
。
こ
の
組
織
は
ワ

シ
ン
ト
ン
Ｄ
・
Ｃ
地
区
で
活
動
し
て

い
る
、
牧
師
、
労
働
者
、
環
境
保
護

団
体
、
父
母
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
メ
ン

バ
ー
に
よ
る
連
合
体
で
あ
り
、
人
間

ら
し
い
生
活
を
送
る
た
め
の
リ
ビ
ン

グ
ウ
ェ
ッ
ジ
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
レ
ベ
ル
で
活
動
す

る
組
織
は
ほ
か
に
も
数
多
く
ツ
イ
ッ

タ
ー
上
に
現
れ
た
。

　

抗
議
デ
モ
の
参
加
者
は
そ
う
し
た

情
報
を
引
用
す
る
と
と
も
に
、
自
分

が
参
加
し
て
い
る
様
子
や
デ
モ
に
向

か
う
バ
ス
の
運
転
手
と
交
わ
し
た
会

話
と
い
っ
た
情
報
ま
で
を
ツ
イ
ッ

タ
ー
で
流
し
て
い
た
。
東
海
岸
か
ら

南
部
、
中
西
部
、
そ
し
て
西
海
岸
へ

と
一
日
中
情
報
が
途
絶
え
る
こ
と
な

く
流
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
は
全
国
ネ
ッ
ト
の
テ
レ
ビ

局
な
ど
も
状
況
を
逐
一
伝
え
て
い
た
。

地
域
参
加
型
の
新
し
い
運
動
へ

　

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
経
営
側
は
、
抗
議

デ
モ
に
よ
り
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ラ
イ

デ
ー
の
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル
の
売
り
上

げ
が
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
と
し
て
、

顧
客
に
よ
り
自
分
た
ち
が
支
持
さ
れ

て
い
る
と
の
声
明
を
発
表
し
た
。

　

今
回
の
抗
議
デ
モ
に
参
加
し
た

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
の
現
役
従
業
員
の
数

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
れ
を

も
っ
て
、
Ｕ
Ｆ
Ｃ
Ｗ
が
も
く
ろ
む
合

法
的
な
団
体
交
渉
権
の
獲
得
に
は
程

遠
く
、
イ
ン
パ
ク
ト
に
乏
し
い
と
の

批
判
の
声
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
評

価
は
、
職
場
を
基
盤
と
し
て
団
体
交

渉
に
よ
っ
て
労
働
条
件
を
改
善
し
て

き
た
従
来
型
の
労
使
関
係
か
ら
す
れ

ば
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
む
し
ろ
今
回
の
抗
議
デ

モ
に
参
加
し
た
大
多
数
が
ウ
ォ
ル

マ
ー
ト
の
現
役
従
業
員
で
は
な
か
っ

た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
大

半
は
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ア
メ
リ
カ
」

の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
の
メ

ン
バ
ー
や
学
生
、
支
援
す
る
労
働
組

合
員
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

う
ち
、
主
催
者
発
表
で
一
〇
〇
人
ほ

ど
が
営
業
を
妨
害
す
る
場
所
で
活
動

を
し
た
こ
と
を
理
由
に
逮
捕
ま
で
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
も
は
や
一
つ
の
企
業
に
対

す
る
労
働
運
動
と
い
う
範
囲
を
超
え

て
い
る
。
全
米
に
向
け
て
「
人
間
ら

し
い
生
活
が
で
き
る
仕
事
が
必
要

だ
」
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る

こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ

と
が
自
然
だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、

連
邦
最
低
賃
金
引
き
上
げ
議
論
や
そ

の
水
準
を
さ
ら
に
上
回
る
リ
ビ
ン
グ

ウ
ェ
ッ
ジ
に
対
す
る
議
論
を
社
会
全

体
に
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
地
域
レ

ベ
ル
の
顔
の
み
え
る
範
囲
の
人
々
の

参
加
を
促
す
と
い
う
狙
い
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。「
市
民
的
不
服
従（C

ivil 
D

isobedience

）」
と
い
う
名
称
が
、

従
来
型
の
労
働
運
動
を
変
化
さ
せ
て

い
る
こ
と
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い

る
。

　

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
対
す
る
次
の
抗

議
デ
モ
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
・
バ
ー
ゲ

ン
時
期
に
も
行
う
こ
と
が
主
催
者
に

よ
り
発
表
さ
れ
て
い
る
。

【
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idelson, Tens of thousands protest, 

o
v

er 1
0

0
 arrested

 in
 B

lack
 F

rid
ay 

chhallenge to W
al-m

art, as w
orkers 

defay W
al-M

ar, N
ov. 30.

逮捕されるサンタクロースに扮したデモ参加者（カ
リフォルニア、UFCWツイッターより）

ダラスでの抗議デモ（AFL ｰ CIO ツイッターより）
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ア
メ
リ
カ
の
多
国
籍
企
業
の
海
外

支
社
の
雇
用
が
二
〇
一
一
年
以
降
で

急
拡
大
し
て
い
る
。

　

商
務
省
が
一
一
月
二
五
日
に
発
表

し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
国
の
親

会
社
の
雇
用
増
が
〇
・
四
％
と
ほ
ぼ

現
状
維
持
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、

海
外
支
社
で
は
四
・
二
％
増
に
の
ぼ

る
と
い
う
。

世
界
全
体
で
三
四
七
〇
万
人

を
雇
用

　

ア
メ
リ
カ
の
多
国
籍
企
業
が
二
〇

一
一
年
に
世
界
全
体
で
雇
用
し
た
の

は
三
四
七
〇
万
人
で
、
対
前
年
比
で

一
・
一
％
増
。

　

フ
ル
タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を

合
わ
せ
た
雇
用
者
数
は
、
ア
メ
リ
カ

本
国
で
二
二
九
〇
万
人
、海
外
支
社
で

は
一
一
八
〇
万
人
だ
っ
た
。
親
会
社

の
雇
用
者
数
の
世
界
に
占
め
る
比
率

は
六
六
％
、海
外
支
社
は
三
四
・
〇
％
。

　

親
会
社
の
雇
用
者
数
が
世
界
全
体

に
占
め
る
割
合
は
、
一
九
八
九
年
の

七
九
％
か
ら
低
下
し
続
け
て
い
る
。

本
国
を
上
回
る
売
上
高
の
成
長

　

雇
用
増
に
合
わ
せ
て
、
海
外
支
社

の
売
上
高
も
拡
大
し
て
い
る
。
二
〇

一
一
年
の
ア
メ
リ
カ
本
国
の
親
会
社

の
売
上
高
は
一
〇
・
六
兆
ド
ル
で
、

対
前
年
比
で
八
・
九
％
増
だ
っ
た
と

こ
ろ
、
海
外
支
社
の
売
上
高
は
七
兆

ド
ル
で
、
対
年
比
は
一
四
・
六
％
増

に
も
の
ぼ
っ
た
。
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ア
メ
リ
カ
②
多
国
籍
企
業
の
海
外
支
社
が
二
〇
一
一

年
以
降
で
四
・
二
％
の
雇
用
増

ア
メ
リ
カ
④
全
国
労
働
大
学
が
財
政
難
で
閉
鎖
へ

ア
メ
リ
カ
③
労
働
省
が
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
を
開
設

イ
ギ
リ
ス

求
職
者
手
当
受
給
者
に
対
す
る
制
裁
措

置
、
適
用
理
由
に
変
化

　

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
労
働
時
間

を
短
縮
し
て
運
営
費
を
削
減
す
る
こ

と
で
一
時
解
雇
を
防
ぐ
、
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
事
業
主

に
対
し
て
、
労
働
省
は
操
業
短
縮
補

償
（
Ｓ
Ｔ
Ｃ
：S

hort T
im

e 
C

om
pensation

）
を
支
給
し
て
い
る
。

　

労
働
省
は
、
熟
練
労
働
者
を
企
業

に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
だ

け
で
な
く
、
新
し
く
誰
か
を
採
用
し

た
り
、
訓
練
し
た
り
す
る
費
用
を
削

減
で
き
る
と
し
て
、
操
業
短
縮
補
償

の
活
用
を
勧
め
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
ど
、
一
一
月
よ
り
、
連
邦

や
州
で
行
っ
て
い
る
操
業
短
縮
補
償

制
度
の
説
明
や
事
例
の
紹
介
、
登
録

手
続
き
の
サ
ン
プ
ル
な
ど
を
紹
介
す

る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
た
。

（https://stc.w
orkforce3one.

oro

）

　

労
働
組
合
員
の
教
育
を
目
的
に
事

業
を
展
開
し
て
き
た
全
国
労
働
大
学

（N
ational L

abor C
ollege

）
が

財
政
難
の
た
め
に
閉
鎖
す
る
予
定
で

あ
る
と
一
一
月
一
三
日
に
発
表
し
た
。

　

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
シ
ル
バ
ー
ス
プ

リ
ン
グ
に
位
置
す
る
同
大
学
の
施
設

は
、
一
九
七
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
労

働
総
同
盟
・
産
業
別
組
合
会
議
（
Ａ

Ｆ
Ｌ
‐
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
ミ
ー

ニ
ー
・
労
働
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て

ス
タ
ー
ト
し
、
一
九
九
七
年
に
学
士

号
を
授
与
す
る
機
関
と
し
て
認
定
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
全
国
労
働
大

学
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
数
年
間
は
財
政
問
題
に
直
面

し
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
に
は
一
部

の
施
設
を
売
却
し
た
う
え
で
、
二
〇

〇
六
年
に
新
設
し
た
会
議
場
を
閉
鎖

し
て
い
た
。
ま
た
、
主
要
な
講
義
は

オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
提
供
さ
れ
る
も
の

へ
と
移
行
し
た
。

　

運
営
予
算
の
大
半
は
Ａ
Ｆ
Ｌ
‐
Ｃ

Ｉ
Ｏ
か
ら
来
て
い
た
が
、
赤
字
は
三

〇
〇
〇
万
ド
ル
に
達
し
て
い
た
。

　

同
大
学
は
全
米
で
唯
一
の
労
働
問

題
専
門
大
学
で
、
歴
史
、
労
働
組
合

の
組
織
化
の
技
術
、
団
体
交
渉
手
法

な
ど
の
研
究
と
教
育
の
た
め
の
セ
ン

タ
ー
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
数
千
人

の
労
働
組
合
員
を
教
育
し
て
き
た
。

　

多
く
の
大
学
に
も
、
労
働
セ
ン

タ
ー
（L

abor C
enter

）
が
置
か
れ

て
き
た
が
、
近
年
は
企
業
経
営
に
特

化
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
置
き

換
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

　

な
お
、
Ａ
Ｆ
Ｌ
‐
Ｃ
Ｉ
Ｏ
は
九
月

に
開
催
し
た
全
国
大
会
で
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
組
織
と
連
携
し
た
訓
練
施
設
の

立
ち
上
げ
を
決
定
し
て
い
る
。
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求
職
者
手
当
受
給
者
に
対
す
る
制

裁
措
置
の
統
計
が
、
半
年
に
わ
た
る

遅
延
の
末
、
一
一
月
に
公
表
さ
れ
た
。

昨
年
一
〇
月
の
制
度
の
厳
格
化
以
降
、

六
月
ま
で
に
延
べ
五
八
万
人
が
従
来

よ
り
長
期
の
給
付
停
止
の
適
用
を
受

け
た
。
制
度
改
正
を
は
さ
ん
で
新
た

に
給
付
停
止
の
対
象
と
な
っ
た
「
積

極
的
な
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
な

い
」
こ
と
を
理
由
と
す
る
制
裁
措
置

の
件
数
が
急
速
に
増
加
す
る
な
ど
、

適
用
理
由
に
は
変
化
が
み
ら
れ
る
。

初
回
の
違
反
で
四
週
間
の
手

当
支
給
停
止

　

求
職
者
手
当
申
請
者
に
対
す
る
制

裁
措
置
に
関
す
る
統
計
の
公
表
は
今

年
二
月
以
来
と
な
る
。
本
来
は
五
月

に
公
表
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、

デ
ー
タ
の
精
度
が
不
確
実
と
の
理
由

で
延
期
が
続
い
て
い
た
。
特
に
、
二

〇
一
二
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
制
度

改
正
で
、
制
裁
措
置
の
適
用
条
件
の

拡
大
や
制
裁
期
間
の
延
長
な
ど
が
導

入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
（
図
表
１
）、

そ
の
影
響
を
は
か
る
意
味
で
関
心
が

寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

　

今
回
公
表
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
れ

ば
、
制
度
改
正
以
降
、
二
〇
一
三
年

六
月
末
ま
で
の
お
よ
そ
八
カ
月
間
で

制
裁
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
延

べ
五
八
万
人（
１
）で
、
件
数
と
し
て

は
改
正
に
先
立
つ
八
カ
月
間
（
延
べ

五
六
万
人
）
と
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
改
正
に
よ
り
手
当
の

支
給
停
止
の
対
象
と
な
る
違
反
内
容

が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
、
手
当
停
止

の
適
用
件
数
と
し
て
は
約
四
割
の
増

加
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
新
た
に

手
当
停
止
の
対
象
と
な
っ
た
「
積
極

的
に
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
」

（
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
課
す
求
人
へ
の

応
募
件
数
に
達
し
な
い
場
合
な
ど
）

こ
と
を
理
由
と
す
る
制
裁
措
置
の
件

数
の
増
加
も
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、

「
雇
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
訓
練
へ
の
参

加
義
務
違
反
」
と
併
せ
て
件
数
を
押

し
上
げ
て
い
る
。
一
方
で
、
従
来
は

最
多
の
適
用
理
由
で
あ
っ
た
「
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
の
面
談
へ
の
参
加
義
務

違
反
」（
２
）や
、「
紹
介
さ
れ
た
仕
事

を
拒
否
」
な
ど
に
よ
る
制
裁
の
適
用

は
、
制
度
改
正
と
前
後
し
て
む
し
ろ

件
数
が
減
少
し
た
（
図
表
２
）。
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フ
ラ
ン
ス

自
動
車
大
手
プ
ジ
ョ
ー
・
シ
ト
ロ
エ
ン

で
競
争
力
強
化
の
労
使
合
意
―
―
国
内

工
場
投
資
で
雇
用
維
持
、
代
わ
り
に
賃

金
凍
結
と
労
働
時
間
の
柔
軟
化

図表１　制裁措置の制度改正

図表２　主な理由別制裁措置件数の推移（千件）

*1	なお、制裁対象となる違反から2週間以内に別な違反が発生した場合、制裁期間は加算されない。
*2	数日の待機期間後に再申請が可能。
出典：DWP	"Overview	of	revised	sanctions	regime"	

出典：DWP	Tabulation	toolおよびDWP	"Jobseeker's	Allowance	and	Employment	and	Support	
Allowance	Sanctions	–	decisions	made	to	June	2013,	GB"

　

な
お
、
一
〇
月
以
降
の
制
裁
措
置

の
八
割
は
初
回
の
違
反
に
対
す
る
も

の
で
、
ま
た
全
体
の
半
数
以
上
を
軽

度
の
違
反
が
占
め
る
。
旧
制
度
下
で

は
一
～
二
週
間
で
あ
っ
た
こ
う
し
た

ケ
ー
ス
に
関
す
る
給
付
停
止
期
間
が

四
週
間
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
で
、
広

範
な
層
が
よ
り
長
い
期
間
、
影
響
を

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
多
く

が
、
二
五
歳
未
満
の
若
年
層
だ
（
全

体
の
四
割
強
）。

　

制
裁
措
置
の
理
由
に
関
す
る
こ
う

し
た
変
化
の
原
因
は
、
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
。
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
の

ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
博
士
は
、「
紹
介
さ
れ

た
仕
事
の
拒
否
」
に
関
す
る
制
裁
措

置
の
件
数
の
減
少
が
、
求
職
者
側
の

行
動
の
急
激
な
変
化
に
よ
る
も
の
と

は
考
え
に
く
い
と
指
摘
。
考
え
得
る

要
因
と
し
て
、
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
プ

ラ
ス
が
公
的
な
求
職
・
求
人
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ジ
ョ
ブ

マ
ッ
チ
」（
昨
年
一
一
月
か
ら
、
手
当

申
請
者
に
対
し
て
登
録
が
要
件
化
さ

れ
た
）
に
マ
ッ
チ
ン
グ
を
委
ね
て
職

業
紹
介
を
積
極
的
に
行
わ
ず
、
む
し

ろ
訓
練
や
雇
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参

加
に
失
業
者
を
誘
導
し
て
い
る
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
面
談

へ
の
不
参
加
」
に
つ
い
て
は
、
件
数

こ
そ
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
制
裁

措
置
の
期
間
は
従
来
よ
り
延
長
さ
れ

て
い
る
と
述
べ
、
厳
格
化
の
側
面
を

強
調
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
制
裁
措
置
の
期
間
中
に

失
業
者
が
給
付
申
請
を
停
止
す
る
こ

と
に
よ
る
制
裁
措
置
の
中
断
・
解
除

の
件
数
が
急
速
に
増
加
し
て
い
る
。

う
ち
一
部
は
、
期
間
中
に
職
を
得
た

た
め
に
申
請
を
停
止
し
た
層
と
み
ら

れ
る
が
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｉ

は
、
失
業
者
数
の
相
応
な
減
少
が

伴
っ
て
い
な
い（
３
）こ
と
か
ら
、
失

業
者
が
求
職
者
手
当
の
受
給
か
ら
締

め
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し

て
い
る
。
同
様
の
特
徴
は
、
併
せ
て

公
表
さ
れ
た
就
労
困
難
者
向
け
手
当

（
雇
用
・
生
活
補
助
手
当
）
の
受
給

者
に
対
す
る
制
裁
措
置
の
デ
ー
タ
に

も
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、
近
年
の
各
種
就
業
体
験
ス

キ
ー
ム
や
そ
の
評
価
に
関
し
て
議
会

図
書
館
が
ま
と
め
た
資
料
に
よ
れ
ば
、

厳
格
な
条
件
を
伴
う
支
援
策
は
、
受

給
者
の
就
業
の
チ
ャ
ン
ス
を
高
め
な

い
ま
ま
、
給
付
か
ら
の
離
脱
の
み
を

促
す
結
果
に
終
わ
り
が
ち
で
あ
り
、

特
に
雇
用
状
況
が
低
迷
し
て
い
る
場

合
、
有
効
性
は
低
い
と
の
評
価
が
一

般
的
だ
と
い
う
。

［
注
］

１　

一
二
カ
月
間
で
は
延
べ
八
六
万
件
。

な
お
、
直
近
一
〇
月
の
求
職
者
手
当
申

請
者
数
は
一
三
一
万
人
。

２　

二
〇
一
〇
年
四
月
よ
り
新
た
に
制
裁

措
置
の
対
象
と
な
る
ま
で
は
、
従
来
の

「
積
極
的
な
求
職
活
動
」
の
履
行
違
反

な
ど
と
同
様
、
受
給
資
格
の
停
止
の
み

が
適
用
さ
れ
て
い
た
。

３　

失
業
者
に
占
め
る
求
職
者
手
当
受
給

者
の
比
率
は
、
昨
年
一
〇
月
以
降
低
下

し
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

G
ov.uk, D

W
P, T

he G
uardian, C

E
S

I

ほ 

か　

各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（

国
際
研
究
部
）

　

自
動
車
大
手
Ｐ
Ｓ
Ａ
プ
ジ
ョ
ー
・

シ
ト
ロ
エ
ン
で
、
企
業
競
争
力
強
化

を
目
的
と
し
た
労
使
交
渉
が
一
〇
月

二
四
日
に
合
意
さ
れ
た
。
オ
ル
ネ
ー

工
場
の
五
月
の
ス
ト
ラ
イ
キ
終
息
後

か
ら
一
三
回
に
わ
た
る
交
渉
の
末
、

六
つ
の
主
要
労
組
の
う
ち
、
従
業
員

の
過
半
数
に
達
す
る
四
労
組
が
協
約

に
署
名
し
た
。
経
営
側
は
フ
ラ
ン
ス

国
内
に
一
五
億
ユ
ー
ロ
を
投
資
し
、

二
〇
一
六
年
ま
で
に
五
工
場
を
フ
ル

稼
働
さ
せ
て
年
間
一
〇
〇
万
台
生
産

す
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
そ
の
間
、

国
内
の
工
場
閉
鎖
や
人
員
削
減
を
行

わ
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
。
そ
の
一

方
で
、
労
働
側
は
二
〇
一
四
年
の
一

年
間
の
賃
金
凍
結
と
時
間
延
長
に
事

実
上
つ
な
が
る
労
働
時
間
の
柔
軟
化

を
受
け
入
れ
た
。

業
績
悪
化
と
八
〇
〇
〇
人
規

模
の
人
員
削
減

　

Ｐ
Ｓ
Ａ
プ
ジ
ョ
ー
・
シ
ト
ロ
エ
ン

は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
に

よ
る
業
績
悪
化
後
、
二
〇
〇
八
年
、

二
〇
〇
九
年
の
二
年
間
は
赤
字
を
計

上
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
〇
年
に
は

世
界
販
売
台
数
が
三
六
〇
万
台
と
な

り
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
過
去
最
高
を

記
録
、
一
一
億
ユ
ー
ロ
強
の
純
利
益

を
計
上
し
て
黒
字
を
確
保
し
た
。
そ

の
後
も
南
米
や
ロ
シ
ア
、
中
国
で
の

販
売
は
好
調
だ
っ
た
が
、
欧
州
内
で

の
新
車
販
売
台
数
は
前
年
同
月
比
で

一
〇
％
以
上
の
マ
イ
ナ
ス
の
月
が
続

く
な
ど
業
績
不
振
に
陥
っ
て
い
た
。

制裁の
レベル 適用対象 旧制度における制裁

措置
改正後（2012年10月以降）

初回 2回目 3回目以降

重度

求職者手
当申請者

・	自発的離職
・	不正等による失職
・	紹介された仕事を拒否
・	義務的就労活動に不参
加

1～ 26週間の手当支
給停止、ただし義務
的就労活動に関する
違反は13週間

13週間の手当
支給停止

26週間の手当支給
停止（前回の違反が
過去52週間以内*1の
場合）

156週間の手当支給停止
（前回の26または156週間
の支給停止に関する違反
が過去52週間以内の場
合）

中度

求職者手
当申請者

・	積極的な求職活動を行
っていない

・	常に仕事に就ける状態
の維持を怠った

受給資格停止*2、た
だし支給停止期間の
適用なし

受給資格停止、
再申請後に4週
間までの手当
支給停止

受給資格停止、再申請後に13週間までの手当
支給停止

低度

求職者手
当申請者

・	アドバイザーとの面談
への参加義務違反

・	アドバイザーの指示に
違反・拒否

・	雇用プログラム（ワー
クプログラム含む）・
訓練スキームへの参加
義務違反

1、2、4または26週
間の手当支給停止

4週間の手当支
給停止

13週間の手当支給停止（前回の4または13週間
の支給停止に関する違反が過去52週間以内の
場合）

雇用・生
活補助手
当申請者
（就労関
連活動グ
ループ）

・	アドバイザーとの面談
または就労関連プログ
ラムへの参加義務違反

違反点の改善まで就
労関連活動部分の減
額（最初の4週間は5
割減、以降は全額
－基本部分は減額な
し）

違反点の改善まで全額支給停止、改善後に以下の制裁措置
1週間の手当支
給停止

2週間の手当支給停
止（前回の違反が過
去52週間以内の場
合）

4週間の手当支給停止（前
回の2または4週間の支給
停止に関する違反が過去
52週間以内の場合）
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積極的な求職活動を行っ
ていない

紹介された仕事を拒否し
た
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二
〇
一
一
年
一
一
月
に
は
国
内
の
契

約
社
員
二
五
〇
〇
人
と
非
生
産
部
門

の
一
九
〇
〇
人
な
ど
の
削
減
が
発
表

さ
れ
、
続
い
て
二
〇
一
二
年
七
月
に

は
パ
リ
北
郊
の
オ
ル
ネ
ー
・
ス
・
ボ

ワ
工
場
（
セ
ー
ヌ
サ
ン
ド
ニ
県
）
の

閉
鎖
と
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
レ
ン
ヌ
工

場
で
の
雇
用
削
減
な
ど
合
計
で
八
〇

〇
〇
人
規
模
の
人
員
削
減
が
発
表
さ

れ
た
。
オ
ル
ネ
ー
工
場
の
閉
鎖
を
め

ぐ
っ
て
は
、
従
業
員
の
処
遇
の
格
差

を
不
服
と
し
た
労
組
が
今
年
一
月
一

六
日
か
ら
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施
、
五

月
一
七
日
ま
で
四
カ
月
間
続
い
た
。

一
五
億
ユ
ー
ロ
の
投
資
の
約

束
と
割
増
手
当
の
減
額

　

ス
ト
終
息
後
の
五
月
二
九
日
か
ら

Ｐ
Ｓ
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
企
業
競
争
力
強

化
に
向
け
た
労
使
の
交
渉
が
始
め
ら

れ
、
二
週
間
か
ら
三
週
間
に
一
回
の

ペ
ー
ス
で
会
合
を
開
い
て
き
た
。
九

月
に
は
経
営
側
か
ら
賃
金
凍
結
や
労

働
時
間
を
年
間
で
管
理
し
、
繁
忙
期

に
は
長
時
間
化
で
き
る
よ
う
な
柔
軟

な
扱
い
に
す
る
と
い
っ
た
具
体
的
な

提
案
が
な
さ
れ
、
労
組
側
が
受
け
入

れ
可
能
な
条
件
を
さ
ぐ
っ
て
い
た
。

交
渉
期
限
と
な
る
一
〇
月
二
二
日
ま

で
に
合
意
に
至
っ
た
。

　

今
回
の
交
渉
は
労
使
相
互
の
社
会

対
話
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
を
共
通

認
識
と
し
て
、
一
億
二
五
〇
〇
ユ
ー

ロ
分
の
年
間
経
費
節
減
を
目
標
に
互

い
の
要
求
と
条
件
を
交
渉
し
て
き
た
。

具
体
的
な
合
意
内
容
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

　

経
営
側
が
約
束
し
た
内
容
と
し
て
、

（
１
）
二
〇
一
三
年
の
見
込
み
で
は

フ
ラ
ン
ス
国
内
で
約
九
三
万
台
に
対

し
て
、
二
〇
一
六
年
ま
で
に
欧
州
内

の
グ
ル
ー
プ
工
場
を
フ
ル
稼
働
さ
せ

一
〇
〇
万
台
の
生
産
体
制
を
構
築
す

る
。（
２
）
二
〇
一
六
年
の
生
産
体

制
確
保
に
向
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
内

で
の
事
業
所
閉
鎖
人
員
削
減
は
行
わ

な
い
。（
３
）
二
〇
一
四
年
か
ら
二

〇
一
六
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
国
内

の
工
場
を
対
象
と
す
る
一
五
億
ユ
ー

ロ
の
投
資
を
す
る
。（
４
）
二
〇
一

六
年
に
は
グ
ル
ー
プ
内
の
研
究
開
発

活
動
の
七
五
％
以
上
を
フ
ラ
ン
ス
国

内
で
行
う
よ
う
に
す
る
。

　

労
働
側
が
受
入
れ
た
内
容
と
し
て
、

（
１
）
二
〇
一
四
年
の
賃
金
凍
結
。

二
〇
一
五
年
以
降
は
業
績
を
踏
ま
え

て
再
検
討
す
る
。（
２
）（
週
当
た
り
）

労
働
日
数
短
縮
制
（
Ｒ
Ｔ
Ｔ
）
に
つ

い
て
、
制
度
自
体
を
維
持
す
る
代
わ

り
と
し
て
、
労
働
時
間
を
年
単
位
で

設
定
、
年
間
勤
務
日
数
の
割
り
当
て

義
務
を
課
す
な
ど
、
取
得
日
の
ル
ー

ル
を
改
正
す
る
。（
３
）
変
型
労
働

時
間
制
の
決
定
方
法
を
各
事
業
所
で

行
う
こ
と
と
す
る
。
土
曜
日
出
勤
の

変
型
労
働
時
間
の
割
増
率
を
従
来
の

四
五
％
か
ら
二
五
％
と
す
る
。（
４
）

企
業
内
の
世
代
間
契
約
の
一
環
と
し

て
、
二
〇
〇
〇
人
強
の
若
年
労
働
者

を
見
習
い
契
約
に
基
づ
い
て
雇
用
す

る
た
め
に
、
勤
務
年
数
の
長
い
従
業

員
を
対
象
と
し
て
高
年
齢
者
休
暇
を

三
年
間
採
用
す
る
。
潜
在
的
な
も
の

も
含
め
て
約
二
五
〇
〇
人
か
ら
三
〇

〇
〇
人
程
度
の
従
業
員
が
対
象
と
な

る
予
定
。

　

な
お
、
人
員
削
減
に
つ
い
て
は
、

今
回
の
労
使
合
意
の
内
容
に
は
含
ま

れ
て
い
な
い
が
、
昨
年
、
一
昨
年
に

発
表
さ
れ
た
オ
ル
ネ
ー
工
場
閉
鎖
と

レ
ン
ヌ
工
場
や
管
理
部
門
に
関
す
る

人
員
削
減
に
伴
う
合
計
一
万
一
二
〇

〇
人
強
の
削
減
が
決
ま
っ
て
い
る
。

六
主
要
労
組
の
う
ち
四
労
組
が

協
約
に
署
名
、
わ
か
れ
る
見
解

　

主
要
な
労
組
の
う
ち
、
Ｆ
Ｏ
（
組

織
率
一
八
・
四
％
）、Ｓ
Ｉ
Ａ
（
一
四
・

二
％
）
と
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
一
一
・
七
％
）、

Ｃ
Ｆ
Ｅ-

Ｃ
Ｇ
Ｃ（
一
七
・
八
六
％
）

の
四
つ
の
労
組
が
合
意
し
た
（
合
計

六
二
・
一
六
％
）。
一
方
で
、
同
社

の
最
大
労
組
で
あ
る
Ｃ
Ｇ
Ｔ（
二
二
・

三
％
）
と
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
（
一
三
・
七
％
）

は
反
対
を
表
明
し
署
名
し
な
か
っ
た
。

　

Ｆ
Ｏ
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
フ
ァ

イ
エ
代
表
に
よ
れ
ば
「
今
回
署
名
し

た
協
約
は
、
組
織
改
革
の
処
方
箋
と

し
て
利
用
価
値
が
あ
る
」
と
し
て
い

る
。
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
フ
ラ
ン
ク·

ド
ン

代
表
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｓ
Ａ
グ
ル
ー
プ

の
現
況
を
鑑
み
て
「
可
能
な
限
り
最

高
の
バ
ラ
ン
ス
を
得
る
こ
と
に
成
功

し
た
」
と
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｅ-

Ｃ

Ｇ
Ｃ
代
表
ア
ン
・
ヴ
ァ
レ
ロ
ン
は
、

現
在
、
危
機
状
態
の
従
業
員
に
と
っ

て
、
許
容
で
き
る
譲
歩
の
限
界
で
あ

る
と
話
し
た
。
Ｓ
Ｉ
Ａ
の
サ
ー
ジ
・

マ
フ
ィ
代
表
は
、「
今
回
の
交
渉
の
課

題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
工
場
を

維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
維
持

が
二
〇
一
六
年
以
降
に
つ
い
て
も
効

果
的
で
あ
る
と
見
込
め
る
」
と
し
て

い
る
。

　

一
方
、
合
意
し
な
か
っ
た
Ｃ
Ｆ
Ｄ

Ｔ
側
は
、
個
々
の
工
場
に
つ
い
て
二

〇
一
六
年
の
見
込
み
と
し
て
発
表
さ

れ
た
生
産
量
は
低
い
レ
ベ
ル
で
あ
り
、

オ
ル
ネ
ー
工
場
の
閉
鎖
を
繰
り
返
す

懸
念
が
払
拭
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｃ
Ｇ
Ｔ
側
は
、
協
約
の
内

容
が
、
賃
下
げ
と
労
働
時
間
の
質
の

悪
い
柔
軟
性
を
認
め
、
労
働
者
の
権

限
を
弱
体
化
し
、
従
業
員
の
生
活
を

脅
か
す
反
社
会
な
協
約
で
あ
る
と
し

て
、
署
名
を
拒
否
し
た
と
い
う
。

製
造
業
で
進
む
競
争
力
向
上

の
た
め
の
労
使
合
意

　

製
造
業
で
企
業
の
競
争
力
強
化
を

趣
旨
と
す
る
労
使
合
意
の
締
結
が
進

ん
で
い
る
。
一
月
に
雇
用
安
定
化
の

た
め
の
労
使
合
意
が
成
立
し
、
六
月

に
は
法
律
と
し
て
成
立
し
た
雇
用
安

定
化
法
は
、
対
象
と
し
て
幅
広
い
分

野
の
規
制
の
柔
軟
化
を
盛
り
込
ん
で

お
り
、
各
企
業
で
競
争
力
向
上
の
た

め
の
労
使
合
意
が
締
結
さ
れ
る
こ
と

を
政
府
と
し
て
期
待
し
て
い
る
。
昨

年
、
ヴ
ァ
レ
オ
の
ア
ミ
ア
ン
事
業
所

（
フ
ラ
ン
ス
北
部
、自
動
車
部
品（
パ

ワ
ー
ト
レ
イ
ン
等
）
製
造
）、
プ
ラ

ス
テ
ク
・
オ
ム
ニ
ア
ム
の
ア
ル
デ
ッ

シ
ュ
事
業
所
（
フ
ラ
ン
ス
南
部
、
車

載
用
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
等
製
造
）、

Ｆ
Ｃ
Ｉ
の
ブ
ザ
ン
ソ
ン
事
業
所
（
フ

ラ
ン
ス
東
部
、
眼
科
手
術
用
機
器
製

造
）、
ワ
ル
ロ
ー
（
機
械
製
造
加
工

組
立
）、
フ
ラ
ン
シ
ス･

デ
・
メ
カ

ニ
ー
ク
（
自
動
車
エ
ン
ジ
ン
製
造
）、

フ
ォ
ル
シ
ア
の
カ
リ
ニ
ー
事
業
所

（
フ
ラ
ン
ス
北
部
、自
動
車
部
品（
内

装
、
外
装
及
び
排
気
機
器
）
製
造
）

な
ど
、
少
な
く
と
も
一
五
の
労
使
合

意
が
製
造
業
を
中
心
に
締
結
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
が
、
賃
金
を

凍
結
す
る
一
方
で
週
労
働
時
間
を
実

質
的
に
延
長
さ
せ
る
内
容
が
盛
り
込

ま
れ
た
協
約
で
あ
る
。
週
三
五
時
間

制
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解

や
、
ド
イ
ツ
企
業
的
な
協
約
が
増
加

す
る
傾
向
に
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る

（
１
）。

　

五
月
に
は
ロ
デ
ス
市
（
フ
ラ
ン
ス

南
部
・
ア
ベ
ロ
ン
県
）
に
あ
る
自
動

車
部
品
大
手
の
独
ボ
ッ
シ
ュ
の
工
場

に
お
い
て
、
企
業
競
争
力
確
保
と
雇

用
維
持
を
目
的
に
、
賃
上
げ
抑
制
と

労
働
時
間
弾
力
化
を
柱
と
す
る
労
使

合
意
が
調
印
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ド
大

統
領
は
調
印
直
後
に
同
工
場
を
訪
問

し
、
労
使
が
協
調
し
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
合
意
内
容
で
あ
る
と
賞
賛
し
た

（
２
）。

　

今
回
の
プ
ジ
ョ
ー
・
シ
ト
ロ
エ
ン

で
の
労
使
交
渉
は
、
三
月
に
締
結
さ

れ
た
ル
ノ
ー
の
労
使
合
意
を
モ
デ
ル

と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
両
社
と

も
経
営
側
が
生
産
量
の
確
約
や
雇
用

の
維
持
、
一
定
期
間
工
場
閉
鎖
を
行

わ
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
代
わ
り
に
、

労
働
側
は
賃
金
凍
結
を
受
け
入
れ
る

も
の
で
あ
る
。
ル
ノ
ー
で
は
週
三
二

時
間
か
ら
三
五
時
間
へ
引
き
上
げ
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

Ｐ
Ｓ
Ａ
は
労
働
時
間
制
の
柔
軟
な
適

用
に
よ
る
労
働
時
間
の
実
質
的
な
延

長
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ル
ノ
ー

の
年
間
節
減
目
標
額
は
五
億
ユ
ー
ロ

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｐ
Ｓ
Ａ
の
目
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標
額
は
一
億
二
五
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
で

あ
る
。
さ
ら
に
年
間
生
産
台
数
の
目

標
に
つ
い
て
、
ル
ノ
ー
は
二
〇
一
六

年
時
点
で
七
一
万
台
に
ま
で
引
き
上

げ
る
（
そ
の
う
ち
八
万
台
が
日
産
な

ど
か
ら
の
受
託
生
産
）
と
約
束
し
た
。

一
方
、
Ｐ
Ｓ
Ａ
は
二
〇
一
六
年
ま
で

に
一
〇
〇
万
台
に
引
き
上
げ
る
と
し

て
い
る
が
、
Ｇ
Ｍ
と
の
資
本
提
携
等

の
協
議
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

受
託
生
産
に
関
し
て
は
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。

［
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］

１

“L
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c
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（
ホ
ー
ム
ペ
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ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇

一
三
年
一
一
月
二
七
日
）

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

中
　
　
国

戸
籍
制
度
改
革
の
「
い
ま
」
―
―
広
が

る
緩
和
・
撤
廃
の
動
き
に
難
色
示
す
地

方
政
府
も

　

農
民
工
の
都
市
移
動
は
増
加
の
一

途
を
辿
り
、
戸
籍
制
度
の
撤
廃
・
緩

和
の
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。
二
〇

一
二
年
ま
で
の
三
年
間
で
、
二
五
〇

五
万
人
の
農
民
工
が
新
た
に
都
市
戸

籍
を
取
得
し
た
。
と
は
い
え
、教
育
・

医
療
・
住
宅
な
ど
公
共
投
資
の
負
担

増
加
を
懸
念
し
、
北
京
市
や
上
海
市

な
ど
都
市
部
の
地
方
政
府
は
戸
籍
制

度
の
撤
廃
・
緩
和
に
難
色
を
示
し
て

い
る
。
一
一
月
一
二
日
ま
で
開
催
さ

れ
た
第
一
八
回
中
央
委
員
会
第
三
回

全
体
会
議
（
三
中
全
会
）
で
の
対
応

が
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
会
議
終
了

後
の
声
明
で
は
、「
都
市
・
農
村
間
の

公
共
投
資
の
均
衡
配
置
を
め
ざ
す
」

と
述
べ
る
に
と
ど
め
、
戸
籍
制
度
の

行
方
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
中
国
独

特
の
戸
籍
制
度
の「
い
ま
」を
ス
ケ
ッ

チ
し
て
み
た
。  

止
ま
ら
な
い
農
民
工
の
都
市

部
移
動

　

農
村
か
ら
都
市
へ
、
そ
し
て
都
市

か
ら
都
市
へ
の
人
口
流
動
の
増
加
は

止
ま
ら
な
い
。
中
国
家
庭
金
融
調
査

(C
H

F
S

 :C
hina H

ousehold 
F

inance S
urvey)

に
よ
る
と
、
都

市
常
住
人
口
の
四
三
・
五
％
は
本
籍

地
と
常
住
地
が
異
な
る
、
い
わ
ゆ
る

流
動
人
口
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
農

村
戸
籍
の
流
動
人
口
が
八
七
％
を
占

め
、
さ
ら
に
そ
の
六
割
は
外
出
農
民

工（
１
）と
言
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
一

二
年
末
時
点
で
の
外
出
農
民
工
の
規

模
は
一
・
六
三
億
人
と
、
前
年
比
三
・

九
％
増
と
な
っ
た
。
農
民
工
の
都
市

部
へ
の
流
入
を
反
映
し
て
都
市
化
率

（
都
市
人
口
／
総
人
口
）
は
一
九
九

〇
年
の
二
六
・
四
％
か
ら
二
〇
一
二

年
の
五
二
・
六
％
へ
と
倍
増
し
た
。

新
指
導
部
は
さ
ら
に
都
市
化
率
八

〇
％
を
中
長
期
目
標
と
し
て
い
る

（
２
）。
し
か
し
、
都
市
人
口
の
お
お

よ
そ
三
人
に
一
人
が
農
村
戸
籍
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
都
市
化
の
質
が

問
わ
れ
て
い
る
。

　

農
村
戸
籍
の
都
市
生
活
者
は
教

育
・
医
療
・
社
会
保
障
等
の
面
で
都

市
戸
籍
の
住
民
と
同
等
の
権
利
を
享

受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
国
家
統

計
局
の
陝
西
チ
ー
ム
が
今
年
行
っ
た

調
査
に
よ
る
と
、
陝
西
省
農
民
工
の

都
市
部
医
療
保
険
へ
の
加
入
率
は

四
・
二
％
、
労
災
保
険
へ
の
加
入
率

は
一
三
・
七
％
で
あ
る
。
こ
の
地
域

で
は
義
務
教
育
に
戸
籍
制
限
を
設
け

て
い
な
い
。
し
か
し
、
都
市
部
の
公

立
学
校
に
通
学
し
て
い
る
農
民
工
の

子
ど
も
は
当
該
地
域
の
宝
鶏
市
で
は

六
四
・
五
％
、
商
洛
市
で
は
八
九
％

で
あ
る
。
格
差
は
居
住
状
況
に
も
見

ら
れ
る
。
都
市
部
に
持
ち
家
を
購
入

し
て
い
る
農
民
工
は
わ
ず
か
〇
・

四
％
で
、
八
〇
・
九
％
は
民
間
の
賃

貸
住
宅
ま
た
は
社
員
寮
に
住
ん
で
い

る
。
彼
ら
の
四
七
％
は
安
価
な
公
営

住
宅
へ
の
居
住
を
望
み
、
五
三
％
は

企
業
が
農
民
工
の
居
住
環
境
を
改
善

す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。 

　

農
民
工
の
八
割
は
単
身
か
、
も
し

く
は
家
族
全
員
を
連
れ
ず
に
都
市
で

仕
事
を
し
て
お
り
、
そ
の
家
族
（
約

五
〇
〇
〇
万
人
の
子
女
、
四
〇
〇
〇

万
人
の
高
齢
者
、
四
七
〇
〇
万
人
の

女
性
）
は
農
村
に
残
さ
れ
て
い
る
。

蘭
州
大
学
の
焦
若
水
副
教
授
は
「
多

く
の
農
民
工
は
単
に
職
業
の
転
換
と

地
域
移
動
を
行
っ
た
だ
け
で
あ
り
、

農
村
や
農
業
か
ら
完
全
に
撤
退
す
る

こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
都
市
生
活

に
完
全
に
溶
け
込
む
こ
と
も
で
き
ず

に
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
一
方
で
、

世
帯
単
位
で
の
移
動
は
少
な
い
と
は

い
え
確
実
に
増
加
傾
向
を
た
ど
っ
て

い
る
。
そ
の
数
は
二
〇
〇
八
年
で
二

八
五
九
万
人
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一

二
年
に
は
三
三
七
五
万
人
と
な
っ
て

い
る
（
図
）。
し
か
し
、
大
規
模
都

市
で
の
定
住
コ
ス
ト
は
高
い
た
め
、

外
出
農
民
工
家
族
の
六
割
は
中
小
都

市
で
の
生
活
を
選
ん
で
い
る
。

戸
籍
制
度
改
革
の
方
向
性

　

直
近
の
戸
籍
制
度
改
革
の
方
向
性

は
、
二
〇
一
二
年
二
月
に
発
表
さ
れ

た
「
積
極
的
か
つ
着
実
に
戸
籍
管
理

制
度
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
に
関
す

る
国
務
院
弁
公
庁
の
通
知
（
国
弁
発

［
二
〇
一
一
］
九
号
）」
か
ら
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
同
通
知
で
は
、
都

市
を
大
・
中
・
小
の
三
つ
に
分
類
し
、

都
市
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
戸
籍
移
転

が
厳
し
く
な
る
「
分
類
の
明
確
な
戸

籍
移
転
政
策
」
が
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
小
都
市
で

は
「
合
法
的
で
安
定
し
た
」
職
業
と

住
居
（
賃
貸
も
可
）
を
有
す
る
者
は

同
居
家
族
を
含
め
て
現
地
で
常
住
戸

籍
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中

都
市
で
は
、「
合
法
的
で
安
定
し
た
」

職
業
に
就
い
た
期
間
が
三
年
以
上
で

あ
る
こ
と
と
、
社
会
保
険
に
一
定
期

間
以
上
加
入
し
て
い
る
こ
と
が
条
件

に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
大
都
市
で

は
、
引
き
続
き
人
口
規
模
を
抑
制
す

る
方
針
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
戸
籍

2859

2966
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3279

3375

13000

14000

15000

16000

17000

2008 2009 2010 2011 2012
2500

2700

2900

3100

3300

3500

外出農民工（左軸） うち、世帯単位で移動した外出農民工（右軸）

図  外出農民工と世帯単位での移動の推移
（単位：万人）

資料出所：統計局
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申
請
の
明
確
な
基
準
は
示
さ
れ
て
い

な
い
。

　

今
年
の
六
月
に
入
っ
て
、
国
家
発

展
改
革
委
員
会
の
徐
紹
史
主
任
は
第

一
二
期
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委

員
会
第
三
回
会
議
で
、「
小
都
市
に
お

け
る
定
住
制
限
を
完
全
に
撤
廃
し
、

中
都
市
の
定
住
制
限
を
段
階
的
に
緩

和
し
、
大
都
市
で
の
定
住
制
限
条
件

を
少
し
ず
つ
緩
め
る
」
と
語
っ
た
。

こ
の
発
言
は
小
都
市
に
お
け
る
戸
籍

制
限
の
完
全
撤
廃
と
い
う
点
で
上
掲

通
知
よ
り
一
歩
前
進
と
い
え
る
も
の

で
あ
る
。 

　

四
川
省
は
さ
ら
に
抜
本
的
な
戸
籍

改
革
を
試
み
て
い
る
。
今
年
に
入
っ

て
、
四
川
省
政
府
は
大
・
中
都
市
を

含
む
す
べ
て
の
都
市
で
戸
籍
移
転
の

制
限
を
緩
和
す
る
案
を
発
表
し
た
。

ま
ず
中
小
都
市
の
戸
籍
は
合
法
で
安

定
し
た
住
居
が
あ
れ
ば
取
得
が
可
能

と
な
る
。
賃
貸
住
宅
で
あ
っ
て
も
安

定
し
た
住
居
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、

敷
居
は
か
な
り
低
い
。
一
方
、
大
都

市
の
戸
籍
取
得
は
こ
れ
に
加
え
て
安

定
し
た
職
業
を
持
つ
こ
と
が
条
件
と

な
る
。
案
は
、
住
居
の
要
件
を
大
幅

に
緩
和
し
た
点
や
、
配
偶
者
・
子
女
・

親
な
ど
の
同
居
家
族
が
農
民
工
と
共

に
世
帯
単
位
で
都
市
戸
籍
を
取
得
で

き
る
と
い
っ
た
点
で
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
。
中
国
社
会
科
学
院
人
口
・

労
働
経
済
研
究
所
の
張
車
偉
副
所
長

は
、
新
し
い
施
策
は
他
地
域
の
戸
籍

制
度
改
革
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
、

「
本
当
の
意
味
で
の
戸
籍
制
度
改
革

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
四

川
省
政
府
は
従
来
は
成
都
市
だ
け
で

実
施
さ
れ
て
い
た
居
住
証
制
度
の
全

省
展
開
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
対

象
は
都
市
部
移
転
の
条
件
を
ク
リ
ア

し
て
い
な
い
農
民
工
（
流
動
人
口
）。

居
住
証
を
持
つ
者
は
就
業
・
医
療
・

社
会
保
障
・
住
宅
・
計
画
出
産
・
教

育
等
に
お
い
て
都
市
住
民
と
同
等
の

権
利
を
享
受
で
き
る
。  

公
共
資
源
の
都
市
・
農
村
間

格
差
の
壁

　

戸
籍
制
限
の
撤
廃
・
緩
和
に
つ
い

て
は
地
域
・
都
市
に
よ
っ
て
温
度
差

が
見
ら
れ
る
。
都
市
戸
籍
を
取
得
し

た
農
民
工
に
は
都
市
市
民
と
同
等
の

公
共
資
源
の
享
受
権
利
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
農
民
工

の
市
民
化
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

農
民
工
の
市
民
化
の
財
源
確
保
は
主

に
地
方
政
府
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

中
央
政
府
か
ら
の
援
助
は
あ
る
も
の

の
、
地
方
に
よ
っ
て
経
済
発
展
の
程

度
に
格
差
が
あ
る
。
な
か
に
は
財
源

の
捻
出
に
苦
し
む
地
域
も
あ
り
、
財

政
逼
迫
か
ら
戸
籍
廃
止
に
消
極
的
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い（
３
）。
中
国
社

会
科
学
院
工
業
経
済
研
究
所
の
陳
主

任
は
、「
北
京
・
上
海
な
ど
の
大
都
市

に
お
い
て
、
農
村
か
ら
の
戸
籍
移
転

が
い
っ
た
ん
認
め
ら
れ
る
と
、
大
量

の
農
村
住
民
が
都
市
に
流
入
し
、
都

市
の
経
済
・
社
会
発
展
に
非
常
に
大

き
な
打
撃
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の

た
め
、
都
市
は
そ
れ
に
耐
え
う
る
経

済
・
社
会
発
展
の
力
を
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、
多
く

の
都
市
は
現
時
点
で
の
イ
ン
フ
ラ
供

給
力
を
拠
り
所
に
、
農
民
工
の
市
民

化
問
題
の
解
決
に
当
た
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
北
京
な
ど
大
都
市
に
つ
い

て
言
え
ば
、
戸
籍
移
動
の
解
禁
に
は

長
い
時
間
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
農
民
工
の
市
民
化

に
つ
い
て
は
従
来
の
都
市
住
民
か
ら

も
反
対
が
あ
る
。
国
家
発
展
改
革
委

員
会
傘
下
の
都
市
改
革
発
展
セ
ン

タ
ー
の
李
鉄
主
任
は
八
月
に
北
京
で

開
催
さ
れ
た
都
市
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
に

お
い
て
、
都
市
部
で
生
活
し
て
い
る

農
民
工
を
移
民
に
た
と
え
、「
こ
う
し

た
大
規
模
な
移
民
を
隣
人
と
し
て
受

け
入
れ
、
い
わ
ゆ
る
都
市
化
さ
れ
た

空
間
を
（
農
民
工
と
）
共
有
し
た
い

と
望
ん
で
い
る
（
都
市
戸
籍
の
）
人

は
誰
も
い
な
い
」
と
述
べ
、
農
村
部

住
民
の
都
市
部
へ
の
移
住
奨
励
策
が

都
市
部
の
エ
リ
ー
ト
層
に
反
対
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

　

中
国
で
戸
籍
の
完
全
撤
廃
の
日
は

来
る
の
か
。
今
の
と
こ
ろ
、
公
安
部

は
「
戸
籍
制
度
は
撤
廃
さ
れ
な
い
、

し
か
し
戸
籍
の
移
動
条
件
は
引
き
続

き
緩
和
さ
れ
る
」
と
の
見
解
を
示
し

て
い
る
。
上
掲
の
国
家
発
展
改
革
委

員
会
で
の
報
告
で
は
、
基
本
的
な
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
均
等
化
を
推
進
し
、

義
務
教
育
・
就
業
支
援
・
社
会
保
障
・

基
本
医
療
・
公
営
住
宅
な
ど
が
、
都

市
部
の
常
住
人
口
を
カ
バ
ー
す
る
こ

と
が
政
策
目
標
と
し
て
出
さ
れ
た
。

都
市
化
の
過
程
で
は
、
農
民
の
土
地

権
益
が
犠
牲
に
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も

多
々
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
も
っ
と

も
厳
格
な
耕
地
保
護
制
度
と
土
地
使

用
節
約
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
に
も

同
報
告
は
言
及
し
て
い
る
。

［
注
］

１　

統
計
局
は
六
カ
月
以
上
地
元
か
ら
離

れ
て
就
労
し
て
い
る
労
働
者
を
外
出
農

民
工
と
し
て
い
る
。

２　

都
市
化
率
八
〇
％
の
目
標
は
二
〇
二

〇
年
ま
で
の
中
国
都
市
化
の
綱
領
と
基

本
路
線
図
を
規
定
し
た
『
都
市
化
中
長

期
発
展
計
画
』
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の

計
画
は
ま
だ
草
稿
段
階
に
あ
る
。

３　

あ
る
研
究
者
の
試
算
に
よ
る
と
、
農

民
工
一
人
を
市
民
化
す
る
た
め
の
コ
ス

ト
は
約
二
〇
万
元
（
約
三
二
〇
万
円
）

で
あ
る
。

【
参
考
資
料
】

新
華
網
、
統
計
局
、
未
来
網
、
新
浪
財
経
、

中
国
金
融
家
庭
調
査（

国
際
研
究
部
）

　

政
府
は
一
一
月
一
三
日
、「
時
間
選

択
制
雇
用
活
性
化
推
進
計
画
」
を
発

表
し
た
。
同
計
画
は
、
本
人
が
働
く

時
間
帯
を
選
ん
で
勤
務
で
き
る
「
時

間
選
択
制
雇
用
」
の
創
出
を
公
共
部

門
が
先
導
す
る
と
と
も
に
、
民
間
部

門
に
お
け
る
時
間
選
択
制
雇
用
の
拡

大
を
支
援
す
る
た
め
の
財
政
支
援
を

拡
充
し
、
求
人
・
求
職
イ
ン
フ
ラ
の

構
築
、
制
度
改
善
な
ど
を
積
極
的
に

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

今
後
四
年
間
に
公
務
員
四
〇
〇
〇
人
、

中
央
公
共
機
関
職
員
九
〇
〇
〇
人
、

国
公
立
学
校
教
員
三
五
〇
〇
人
な
ど
、

公
共
部
門
で
一
万
六
五
〇
〇
人
の
時

間
選
択
制
雇
用
を
創
出
す
る
計
画
で

あ
る
。

公
共
部
門
が
時
間
選
択
制
雇

用
の
創
出
を
先
導

　

今
回
の
計
画
は
、
政
府
が
六
月
四

日
に
「
就
業
率
七
〇
％
達
成
の
た
め

の
雇
用
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
発
表
し

て
以
降
、
関
係
省
庁
が
実
務
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
に
お
い
て
検
討
を
重
ね
、

対
策
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

政
府
は
、
良
質
な
「
時
間
制
雇
用
」

の
創
出
を
就
業
率
七
〇
％
達
成
の
切

り
札
と
し
て
い
る
が
、「
非
正
規
雇
用

ば
か
り
が
増
え
る
」
と
批
判
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
、
本
人
が
生
活
の
必
要
性

に
合
わ
せ
て
働
く
時
間
帯
を
自
ら
選

択
す
る
「
時
間
選
択
制
雇
用
」
と
い

う
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

二
〇
一
四
年
か
ら
時
間
選
択
制
公

務
員
・
教
員
の
採
用
が
可
能
と
な
る

よ
う
法
令
を
整
備
し
、
具
体
的
な
実

行
計
画
を
二
〇
一
三
年
内
に
取
り
ま

と
め
る
。
ま
ず
、
公
務
員
任
用
令
を

改
定
し
、
二
〇
一
四
年
か
ら
時
間
選

択
制
公
務
員
の
新
規
採
用
を
段
階
的

に
拡
大
し
て
い
く
計
画
で
あ
る
。
時

間
選
択
制
公
務
員
の
新
規
採
用
目
標

比
率
を
設
定
し
、
二
〇
一
七
年
ま
で

に
四
〇
〇
〇
人
を
採
用
す
る
。

　

国
家
公
務
員
の
目
標
比
率
は
二
〇

一
四
年
三
％
、
二
〇
一
五
年
四
％
、

二
〇
一
六
年
五
％
、
二
〇
一
七
年

六
％
、
地
方
公
務
員
の
目
標
比
率
は

二
〇
一
四
年
三
％
、
二
〇
一
五
年 

五
％
、
二
〇
一
六
年
七
％
、
二
〇
一

七
年
九
％
と
し
て
い
る
。
特
に
新
規

定
員
の
二
〇
％
は
時
間
選
択
制
公
務

員
を
採
用
す
る
。
公
正
な
人
事
処
遇

韓
　
国
①

政
府
が
時
間
選
択
制
雇
用
活
性
化
推
進

計
画
を
発
表



海外労働事情

Business Labor Trend 2014.1

37

を
保
証
す
る
た
め
時
間
選
択
制
公
務

員
の
兼
業
許
容
範
囲
を
拡
大
す
る
と

と
も
に
、
公
務
員
年
金
が
受
給
で
き

る
よ
う
積
極
的
に
検
討
を
行
う
予
定

で
あ
る
。
ま
た
、
公
共
機
関
に
お
い

て
は
、
キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー
ク
中
の
女

性
を
中
心
に
時
間
選
択
制
労
働
者
の

採
用
を
拡
大
す
る
た
め
の
制
度
を
構

築
す
る
。
中
央
公
共
機
関
は
、 
二
〇

一
四
年
～
二
〇
一
七
年
の
間
に
時
間

選
択
制
労
働
者
を
九
〇
〇
〇
人
採
用

す
る
。
公
共
機
関
の
経
営
評
価
に
お

け
る
時
間
選
択
制
の
評
価
基
準
を
強

化
し
、
時
間
選
択
制
労
働
者
が
差
別

さ
れ
な
い
よ
う
各
機
関
の
人
事
服
務

等
に
関
す
る
規
定
を
改
正
す
る
。

民
間
部
門
の
時
間
選
択
制
雇

用
の
拡
大
を
支
援

　

民
間
部
門
に
お
け
る
時
間
選
択
制

雇
用
の
創
出
を
支
援
す
る
た
め
、
採

用
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
企
業
支
援
の

拡
大
、
イ
ン
フ
ラ
構
築
、
制
度
の
改

善
な
ど
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

　

ま
ず
初
め
に
、
サ
ム
ス
ン
、
ロ
ッ

テ
、
新
世
界
な
ど
一
〇
の
企
業
グ

ル
ー
プ
が
参
加
す
る
「
時
間
選
択
制

雇
用
の
採
用
イ
ベ
ン
ト
」
を
開
催
す

る
。
サ
ム
ス
ン
グ
ル
ー
プ
は
二
〇
一

四
年
初
め
に
六
〇
〇
〇
人
の
時
間
選

択
制
雇
用
を
採
用
す
る
予
定
で
あ
り
、

そ
の
他
の
企
業
グ
ル
ー
プ
も
ロ
ッ
テ

二
〇
〇
〇
人
、
新
世
界
二
〇
六
八
人
、

Ｓ
Ｋ
五
〇
〇
人
、
Ｃ
Ｊ
五
〇
〇
人
、

ハ
ン
フ
ァ
一
五
〇
人
な
ど
の
時
間
選

択
制
雇
用
採
用
計
画
を
発
表
し
た
。

　

時
間
選
択
制
雇
用
は
、
労
働
者
が

自
由
に
時
間
帯
を
選
択
し
て
一
日
四

～
六
時
間
働
き
、
国
民
年
金
、
健
康

保
険
、
雇
用
保
険
、
労
災
保
険
の
四

大
保
険
及
び
福
利
厚
生
に
お
い
て
正

社
員
と
同
じ
待
遇
を
受
け
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
件
費
、
社
会

保
険
料
、
税
額
控
除
な
ど
を
一
年
間

支
援
す
る
。
二
〇
一
三
年
に
一
〇
一

億
ウ
ォ
ン
で
あ
っ
た
予
算
を
二
〇
一

四
年
は
二
二
七
億
ウ
ォ
ン
に
増
額
し
、

中
小
企
業
を
対
象
に
国
民
年
金
、
雇

用
保
険
の
事
業
主
負
担
分
の
一
〇

〇
％
を
二
年
間
支
援
す
る
。
人
権
費

の
助
成
は
、
良
質
な
時
間
選
択
制
雇

用
を
創
出
し
た
場
合
、
賃
金
の
二
分

の
一
（
限
度
額
を
六
〇
万
ウ
ォ
ン
か

ら
八
〇
万
ウ
ォ
ン
に
増
額
）
を
助
成

す
る
。
税
額
控
除
は
、
雇
用
創
出
投

資
税
額
控
除
の
算
定
時
に
常
用
型
時

間
選
択
制
の
仕
事
を
〇
・
五
人
か
ら

〇
・
七
五
人
に
増
や
す
な
ど
、
時
間

選
択
制
雇
用
を
創
出
し
た
企
業
に
対

す
る
支
援
を
拡
大
し
、
企
業
負
担
を

軽
減
す
る
。

　

ま
た
、
自
治
体
と
地
方
の
労
働
関

係
機
関
の
協
力
を
持
続
的
に
拡
大
す

る
た
め
、
全
国
四
七
の
地
方
官
署
に

「
地
域
単
位
時
間
選
択
制
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
」
を
設
置
し
、
企
業
現
場

を
直
接
回
り
な
が
ら
時
間
選
択
制
の

新
規
採
用
及
び
転
換
を
支
援
す
る
。

さ
ら
に
、
時
間
選
択
制
イ
ン
フ
ラ
拡

充
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
普
及
、

専
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
代
替

人
材
バ
ン
ク
、
社
会
保
険
制
度
の
改

善
に
取
り
組
む
予
定
で
あ
る
。

雇
用
労
働
部
と
地
方
政
府
が

覚
書
を
締
結

　

雇
用
労
働
部
と
韓
国
最
大
の
地
方

自
治
体
で
あ
る
京
畿
道
の
政
府
は
一

〇
月
二
一
日
、
時
間
選
択
制
雇
用
の

創
出
及
び
時
間
選
択
制
労
働
者
の
採

用
を
支
援
す
る
た
め
の
覚
書
を
締
結

し
た
。

　

覚
書
に
よ
る
と
、
京
畿
道
政
府
は
、

地
域
内
の
公
共
部
門
お
よ
び
民
間
企

業
に
お
い
て
良
質
な
時
間
選
択
制
雇

用
を
創
出
す
る
よ
う
積
極
的
に
努
力

し
、
第
一
段
階
と
し
て
、
五
〇
〇
〇

人
の
時
間
選
択
制
雇
用
（
公
共
部
門

二
〇
〇
〇
人
、
民
間
企
業
三
〇
〇
〇

人
）
を
創
出
す
る
計
画
で
あ
る
。

　

雇
用
労
働
部
は
、
京
畿
道
政
府
が

円
滑
に
計
画
を
実
行
で
き
る
よ
う
、

優
良
事
例
の
紹
介
、
運
用
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
提
供
、
仕
事
再
編
の
た
め
の
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、

人
件
費
・
社
会
保
険
料
の
助
成
な
ど

の
支
援
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

時
間
選
択
制
雇
用
に
対
す
る

社
会
的
認
識
の
改
善

　

政
府
は
、
時
間
選
択
制
雇
用
に
関

す
る
肯
定
的
な
認
識
を
普
及
さ
せ
る

た
め
さ
ま
ざ
ま
な
広
報
活
動
を
推
進

す
る
。
企
業
の
活
用
事
例
、
体
験
手

記
な
ど
、
国
内
・
外
の
優
秀
事
例
を

発
掘
し
、
Ｔ
Ｖ
番
組
、
生
活
密
着
型

広
告
（
バ
ス
、
地
下
鉄
）
な
ど
様
々

な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
実
施
す
る
。
政
労
使
の
協
力
に

基
づ
き
、「
仕
事
と
家
庭
の
両
立
の
た

め
の
雇
用
委
員
会
」
を
設
置
し
、
時

間
選
択
制
雇
用
の
創
出
及
び
就
業
率

向
上
の
た
め
の
対
策
を
議
論
す
る
予

定
で
あ
る
。

　

政
府
は
、
時
間
選
択
制
雇
用
の
活

性
化
を
通
じ
て
、
フ
ル
タ
イ
ム
中
心

の
長
時
間
労
働
慣
行
を
改
善
し
、
仕

事
と
生
活
の
調
和
を
め
ざ
す
企
業
が

人
材
を
適
材
適
所
で
柔
軟
に
活
用
で

き
る
よ
う
積
極
的
に
支
援
し
て
い
く

計
画
で
あ
る
。

（
国
際
研
究
部
）

　

雇
用
労
働
部
は
一
一
月
二
八
日
、

「
時
間
選
択
制
雇
用
の
導
入
お
よ
び

運
用
ガ
イ
ド
」
を
発
表
し
た
。
こ
れ

は
、
時
間
選
択
制
雇
用
の
概
念
と
必

要
性
、
種
類
や
制
度
導
入
の
手
順
お

よ
び
人
事
・
労
務
管
理
の
方
法
な
ど

を
収
録
し
た
企
業
向
け
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
で
あ
る
。

　

時
間
選
択
制
雇
用
の
種
類
に
つ
い

て
、
企
業
の
需
要
に
応
じ
て
採
用
時

か
ら
時
間
選
択
制
雇
用
と
し
て
採
用

す
る
「
新
規
型
」
と
労
働
者
の
必
要

性
に
応
じ
て
フ
ル
タ
イ
ム
の
在
職
労

働
者
が
時
間
選
択
制
雇
用
形
態
に
転

換
す
る
「
転
換
型
」
の
二
つ
に
分
類

し
て
い
る
。
こ
の
二
種
類
ご
と
に
時

間
選
択
制
雇
用
の
導
入
手
続
き
を
紹

介
し
、
各
段
階
で
の
主
な
内
容
と
留

意
事
項
を
記
載
し
て
い
る
。
時
間
選

択
制
雇
用
を
導
入
す
る
際
に
必
要
な

人
事
・
労
務
管
理
の
原
則
と
関
連
法

令
の
規
定
に
つ
い
て
、
募
集
・
採
用
、

在
職
、
労
働
関
係
の
終
了
の
各
段
階

に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。

　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
時
間
選
択
制

雇
用
を
導
入
す
る
企
業
に
対
す
る
政

府
の
支
援
制
度
を
紹
介
し
て
い
る
。

政
府
は
時
間
選
択
制
雇
用
の
導
入
を

希
望
す
る
企
業
に
対
し
、
適
切
な
職

種
・
職
務
の
発
掘
お
よ
び
職
務
再
設

計
等
の
た
め
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
時
間

選
択
制
労
働
者
を
新
規
採
用
す
る
企

業
に
人
件
費
や
社
会
保
険
料
を
助
成

し
、
法
人
税
・
所
得
税
も
減
免
す
る
。

　

フ
ル
タ
イ
ム
の
在
職
労
働
者
が
時

間
選
択
制
雇
用
に
転
換
し
た
場
合
、

企
業
に
出
産
・
育
児
の
た
め
の
雇
用

助
成
金
と
代
替
人
材
助
成
金
を
支
援

し
、
労
働
者
に
は
育
児
期
の
労
働
時

間
短
縮
に
対
す
る
賃
金
を
助
成
す
る
。

　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
企
業
が
業
種

や
規
模
に
応
じ
て
適
切
な
時
間
選
択

制
雇
用
を
導
入
で
き
る
よ
う
、
可
能

な
職
務
や
職
種
の
発
掘
の
参
考
と
な

る
国
内
お
よ
び
国
外
の
企
業
事
例
、

主
な
採
用
職
種
事
例
な
ど
を
収
録
し

て
い
る
。
ま
た
、
今
後
も
、
企
業
に

関
す
る
調
査
や
意
見
収
集
、
時
間
選

択
制
雇
用
の
創
出
事
例
分
析
な
ど
を

通
じ
て
優
良
事
例
を
蓄
積
し
、
継
続

的
に
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
補
完
し
て
い

く
計
画
で
あ
る
。

（
国
際
研
究
部
）

韓
　
国
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雇
用
労
働
部
が
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
表


